
▼具体的な手続きの流れについては裏面をご確認ください。

大分県内の以下の地域で行う工事については、土木事務所の窓口まで行か
ずに、オンライン(インターネット)から届出ができます。
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※大分市、別府市、佐伯市、日田市、中津市、宇佐市での工事
については、大分県のホームページからの届出はできません。
これまでどおり、該当する市町村へ届出をお願いいたします。

●届出対象地域はこちら

工事を行う地域
受付窓口

（土木事務所）
担当課名等 電話番号

国東市
姫島村
杵築市
日出町

由布市 大分県　大分土木事務所
建築住宅課
　建築住宅第一班

097-558-2147（直通）

臼杵市

津久見市

豊後大野市

竹田市

九重町

玖珠町

豊後高田市 大分県　中津土木事務所
建築住宅課
　建築住宅班

0979-22-2110

大分県　別府土木事務所
建築住宅課
　建築住宅班

0977-67-0216（直通）

大分県　臼杵土木事務所
建築住宅課
　建築住宅班

0972-63-4136

大分県　豊後大野土木事務所
企画調査課
　建築住宅班

0974-22-1056

大分県　日田土木事務所
企画調査課
　建築住宅班

0973-23-2141

ＵＲＬ：https://www.pref.oita.jp/site/recycle/10jyoutodokede-denshishinsei.html
今後は、下のＵＲＬからオンラインによる届出をお願いします。

※従前の「大分県電子申請システム」からの届出は、令和４年９月１７日以降
は受付けません。ご不便をおかけしますが、ご了承下ください。



大分県 電子申請 建設リサイクル法 検 索

※２回目以降の届出の際には、「この申請を元に新規申請」から入力すると、
入力作業を短縮できます。詳しくは下記ホームページをご確認下さい。
ＵＲＬ：https://www.pref.oita.jp/site/recycle/10jyoutodokede-denshishinsei.html

①検索サイトで下記のとおり検索。

オンライン（インターネット）手続きの流れ

⑥受付処理ごと（受付、差戻、完了など）
に、その都度通知メールが送付されます。
｢届出済シール｣のデータが交付されるので、
ダウンロードして工事現場に掲げる標識等
に貼り付けてご利用ください。

【届出済シールのデータの例】

印刷の上、シール部分を切り取り、
工事現場に掲げる標識等に貼り付
けてご利用ください。

⑤画面の案内に従い必要事項を入力し、
添付書類を登録して送信する。

③「ログインして申請に進む」を
クリックする。

②「建設リサイクル法第10条届出のオン
ラインでの受付について（お知らせ）」
のページで、該当する市町村をクリック。

④初回はアカウントの作成が必要。
画面に従いアカウントを作成する。
作成後にメールアドレス、パスワード
を入力してログイン。

添付書類（添付ファイル）
をアップロードする。

画面の案内に
従い必要事項
を入力する

各項目を入力したら
一時保存して次へ進む。

 該当する市町村をクリック

 クリック

 メールアドレス
パスワードを入力

 ログインする

初回はアカウントを作成


